
３-３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
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３．施策の実施状況等フォローアップ



３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
（１）雪冷熱エネルギー利用施設のタイプと特性等

• 雪冷熱エネルギー利用施設は、主にモノを冷やす「雪冷蔵（雪室）」と、空気を冷やす「雪冷房」の２タイプに大別される。

雪冷蔵（雪室） 雪冷房

特徴 ・モノを冷やすことで価値を生み出す ・空気を冷やすことで価値を生み出す

主な用途 ・農産物等の貯蔵等 ・農産物等の貯蔵等
・建物の冷房

代表的な
構造

＜自然対流方式＞ ＜全空気循環方式＞

※他に「冷水循環方式」もある。

主な効果 ・省エネルギー効果（石油代替性） ・CO2排出抑制効果
・除湿、除塵効果 ・作物等の鮮度保持・糖度増加 等

課題 ・物語性のある商品開発と販売先の確保 等 ・導入コストの低減
・住宅、産業分野での普及 等

（備考）「雪冷熱利用ガイドNiigata」“雪ルネッサンス新潟”事業コンソーシアム、「雪の恵み～新たな資源として活かすには～（平成25年9月）」新潟県より加工

43



44

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
（２）施設整備等への支援

• 資源エネルギー庁では、民間団体等が行う雪氷熱利用設備導入の実施に必要な経費の一部を補助している。

• 豪雪地帯においては平成24年度から平成25年度にかけて５件の補助事業が完了した。

◆目的 地域における再生可能エネルギー熱利用の加速的促進を図るこ
とを目的とし、地方公共団体、非営利民間団体並びに民間事業
者等が行う再生可能エネルギー熱利用設備導入事業の実施に
必要な経費に対して補助を行う

◆補助対象 計画に基づき実施される先進的な再生可能エネルギー熱利用の
設備導入であって、要件を満たす事業に対し、設備導入事業費
の一部を補助

【設備の種類】 太陽熱利用、温度差エネルギー利用、バイオマス熱利用、バイ
オマス燃料製造、雪氷熱利用、地中熱利用

◆補助対象者・補助率

事業概要

国

補助

民間団体等 設置者

補助（1/2・1/3）

バイオマス熱利用 太陽熱利用雪氷熱利用
出典：ＮＥＤＯ新エネ

ガイドブック
出典：ＮＥＤＯ新エネ

ガイドブック

出典：ＮＥＤＯ太陽熱ＦＴ
業務報告書

事業イメージ

採択
年度

完了
年度

事業者名 設置場所

H23 H24 弟子屈町 北海道

H23 H24 札幌市 北海道

H23 H24 北魚沼農業協同組合 新潟県

H24 H25 越後ファーム株式会社 新潟県

H25 H25 学校法人新潟平成学院 新潟県

【再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金の概要】（資源エネルギー庁）

実績



３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
（２）施設整備等への支援

• 農林水産省では、雪冷熱エネルギー利用施設等の整備を支援している。

• 豪雪地帯においては平成25年度から平成26年度にかけて３件が竣工している。

【 「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」、「強い農業づくり交付金」、「６次産業化支援対策」の概要】（農林水産省）

◆目的：農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性化
計画の実現に必要な 施設整備を中心とした総合的な取組を支援。

◆事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体 等

◆目的：国内農畜産物の安定供給・輸出拡大のため、生産から流通までの強い農業づく
りに必要な共同利用施設の整備等を支援。

◆事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体、事業協同組合等

◆目的：六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法により認定された農林漁業
者等が、 ２次・３次事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資を活用し

て６次産業化に取り組む場合に必要な農林水産物の加工・販売のための機械・
施設の整備等を支援。

◆事業実施主体：民間団体 等

６次産業化支援対策

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

強い農業づくり交付金

所在 施設名称 熱交換方式
竣工
年度

事業名 事業主体 主な取扱品目 事業及び施設の効果等

北海道
ニセコ町

JAようてい雪利用
米穀貯蔵庫

冷水循環 H25 農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金

JAようてい 米 ・付加価値米として販売

宮城県
七ヶ宿町

七ヶ宿町農林産物
保管庫（雪室）

冷風循環 H25 農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金

七ヶ宿町
米、蕎麦、野菜、
果樹

・雪室ブランドとして販売

北海道
滝川市

菜種・蕎麦低温貯
蔵倉庫（雪利用）

- H26 ６次産業化推進事業
（連携施設整備事業）

JAたきかわ 菜種、蕎麦 ・品質管理の高度化による付加価値向上

＜実績＞

＜整備事例＞

雪室貯雪庫 貯雪槽

栽培施設
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＜雪冷熱利用ガイド新潟＞
資源としての雪の可能性を産
官学が連携して探る「雪ル
ネッサンス新潟」コンソーシ
アム事業としてまとめたもの

（備考）資源エネルギー庁ＨＰ
なっとく！再生可能エネルギー

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
（３）先導事例の広報・普及

• ＨＰや広報資料を通じて、雪冷熱エネルギー施設の事例を普及・啓発している。

【雪冷熱エネルギー活用事例集】 （資源エネルギー庁）

【ホームページでの雪氷熱の紹介】 （資源エネルギー庁）

（備考）北海道経済産業局発行 COOL ENERGY 5

【雪冷熱利用ガイド】 （“雪ルネッサンス新潟”事業コンソーシアム）



３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
（４）技術の研究・開発

• 土木研究所寒地土木研究所では、道路除雪から生じる排雪を冷熱エネルギーとして活用する研究が進められている。

【雪堆雪場の雪冷熱利用技術に関する研究（国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所）】

• 冬期間に道路の除排雪で雪堆積場に集められた雪を冷熱エネルギーとして有効活用するための技術提案を
目的に、採熱技術の実証実験を行った。（H23～H26）

• 今後は、研究成果を反映した「雪冷熱利用ガイドライン（案）」の普及を図っていく。

◆採熱方法
雪山下面の地中(300～600mm)で熱交換を行う
冷水循環式が、冷熱を最も効果的に採熱できた。

◆冷水循環式の採熱量
13Aの架橋ポリエチレン管80m×2回路
にて4.7kWの採熱ができた。
（採熱面積2.5m×10m）

◆雪山の夏季保存 方法
バーク材の被覆(300mm)により、一夏の雪山高
の減少は2.0m程度であった。 バーク材とは、木
材の樹皮を破砕したものである。

雪堆積場の冷熱エネルギー採熱技術

実験雪山（H26)

H26雪山断面模式図

雪冷熱利用ガイドライン（案）の作成、モデルの提案
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３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
（５）雪冷熱エネルギー利用施設の普及状況・ブランド化等への取組状況

• 雪冷熱エネルギー利用施設は豪雪地帯で155施設にのぼり、施設の用途は「農産物・加工品等の貯蔵」が100施設（65％）、

「建物冷房」が47施設（30％）である。

• 平成24年度から平成26年度の３年間では、19施設（ 「農産物・加工品等の貯蔵」12施設、「建物冷房」7施設）が整備された。

• 農産物等の出荷調整やブランド化の取組は、豪雪地帯の44市町村、特別豪雪地帯の32市町村で実施されている。

【雪冷熱エネルギー利用施設の供用件数の推移】

【雪冷熱エネルギー利用施設の用途】

（備考）国土交通省「豪雪地帯基礎調査」等による。 平成26年度の値は速報値である。

【雪冷熱エネルギー利用施設を活用した農産物・農産物加工品
の出荷調整・ブランド化等の取組実施状況】

（備考）国土交通省「豪雪地帯基礎調査」による。
データは平成26年度時点のもので、速報値である。
取組実施状況の集計母数は農産物等の貯蔵に活用している雪冷熱

利用施設が所在する市町村。

※「その他」には
雪室実証施設等が
含まれる

79%
（44市町村）

80%
（32市町村）

21%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豪雪地帯

(N=56)

うち特別豪雪地帯

(N=40)

実施している 実施していない
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３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
（６）先導的な取組事例①

【雪中貯蔵品のブランド化】
（北海道沼田町、にいがた雪室ブランド事業協同組合、新潟県上越市）

・沼田町では雪中米や雪中貯蔵酒、雪中みそ、雪中じゃが、雪中椎茸
等を「雪中ブランド」として商品展開。雪中米は台湾にも輸出

・にいがた雪室ブランド事業協同組合は平成24年に新潟県内25の食品
メーカーや団体などで構成。雪室で保存熟成すると、食味が良くなると
言われる特性を生かし、各メーカーが米、肉、じゃがいも、珈琲、酒等
を「越後雪室屋」の共通ブランド名で販売している

・上越市では、平成27年度から「雪室食品推進プロジェクト」が始動。市
内業者による「雪室食品」の商品化を支援するため、雪室の収納スペ
ース拡張費用を補助

（備考） 沼田町提供資料

沼田町の雪中ブランド商品

統一ブランド「越後雪室屋」を冠した商品

【観光施設として活用】 （八海醸造）

・新潟県南魚沼市の八海醸造では、冬の間に降り積もった雪で日
本酒を低温貯蔵する貯蔵施設（平成25年完成）を見学施設として
一般にも開放。多くの観光客が訪れる

【集客施設として活用】 （キューピットバレイスキー場）

（出典）魚沼の里ＨＰ

・新潟県上越市安塚区のキューピットバレイでは、スキー場の夏場の
集客の一つとして冬の雪を貯蔵し、冷房などに使うための雪室を使
った「雪室コンビニ」を開設。地元産野菜等も販売

（出典）キューピットバレイＨＰ



３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
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（６）先導的な取組事例②
【データセンター等の新産業への活用】

・コンピュータの放射熱の冷却に雪冷熱を活用する「雪冷熱活用デー
タセンター」を建設し、平成28年４月の稼働を目指す

（新潟県） （北海道美唄市）

・民間企業・室蘭工業大学・美唄市などが事業主体となり、NEDOの
「再生可能エネルギー熱利用技術開発事業」を活用して、平成26
年度より都市の排雪を利用したホワイトデータセンターの実証研究
を開始

・平成27年9月から試験用設備により実証実験を開始。平成30年度
からの実用化を目指す

（出典）美唄市ＨＰ

＜美唄自然エネルギー研究会＞
自然エネルギーの活用を目的とした産官学の共同研究会、利雪技術（雪冷房）の
研究や事業化に向けて取り組む。平成９年設立。
美唄市内に世界初の雪冷房マンションを始め、様々な雪冷熱エネルギーを導入
している。

都市除排雪を利用した雪山貯蔵による高効率熱供給システムの研究開発

JAびばい雪室工房 市内の賃貸マンション

この部分については、著作権の処理が
未完了のため、公開できません。
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３．施策の実施状況等フォローアップ

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進

3年間で19の公共・民間施設に雪冷熱エネルギーが導入
44市町村で農産物・加工品等の出荷調整、ブランド化等の
取組が進展
各地で事業展開を目指す研究会が立ち上がる
様々な先導的取組事例が進展

雪中貯蔵品のブランド化、データセンター等の新産業への活用
観光施設・集客施設としての活用 等

地方公共団体や民間による雪冷熱エネルギー活用
施設の整備導入を支援
雪冷熱エネルギー施設の活用事例等を広報

道路除雪などの排雪を地域の冷熱源として活用する
技術等の研究・開発を推進

施策の実施状況等 成果・課題等

雪冷熱エネルギーを活用できる地域は限られているものの、各地でデータセンターの整備や観光施設・集客施
設としての活用、農産物・農産物加工品等のブランド化の取組など、産業振興、地域振興にもつながる取組が
進展している。雪冷熱の活用はこれまでのエネルギー代替や貯蔵等の用途を超えて、地域活性化に寄与する
ことが期待される。

今後も豪雪地帯に大量に降る雪の冷熱を地域の資源と捉え、雪冷熱エネルギーを冷暖房に活用する技術の
開発を進めるほか、そうした技術を公共施設等に積極的に取り入れるとともに、民間施設への導入を支援する。

各地の様々な活用事例やその効果、魅力等を積極的に紹介し、雪冷熱エネルギー活用の普及・拡大を推進
する。

今後の方向性



３-４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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①日時：平成26年12月17日 16:30 通行止め開始

②場所：国道13号福島県福島市～山形県米沢市

③規制延長：約20㎞

④規制時間：２時間程度

①日時：平成26年12月17日 16:30 通行止め開始

②場所：国道13号福島県福島市～山形県米沢市

③規制延長：約20㎞

④規制時間：２時間程度

通行止め区間 約２０ｋｍ

栗子国道
維持出張所

マ
ツ

タ
ケ

ラ
イ

ン
入

り
口 中

野
第

二
ト

ン
ネ

ル
福

島
側

福島県
×

渋滞発生
箇所

山形県

× 13

13

××

◆位置図

渋滞発生
箇所

××
渋滞発生
箇所

渋滞発生状況

集中除雪の実施状況通行止めの状況

（備考）国土交通省「豪雪地帯基礎調査」による。
平成26年度の値は速報値である。
上記は、一般国道指定区間の臨時交通止めのうち、
雪崩・ 地吹雪によるものを除いた値である。

• 立ち往生が発生する恐れがあるような大雪時には早い段階で通行止めを行い、効率的な除雪作業を行うことにより、
トータルとしての通行止め時間を短くする取り組みを行っている。

【通行止めによる集中的な除雪作業事例（国道13号栗子峠）】
（国土交通省）

【（参考）豪雪地帯における積雪等による
臨時交通止め回数の推移】

（１）大雪時の早期通行止め、集中除雪

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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【位置図】

妙高市

長野県

新潟県

場所：国道１８号 新潟県妙高市籠町
収容台数：大型車 約１０台
場所：国道１８号 新潟県妙高市籠町
収容台数：大型車 約１０台

至 長野至 長野

チェーン着脱場チェーン着脱場

冬期間の活用状況冬期間の活用状況

• チェーン着脱場や除雪ステーションの整備を行い、効率的な除雪作業を推進している。

国土交通省北陸地方整備局では管内14 路線、約1,070㎞の

直轄国道等の除雪作業を6 事務所、17 維持出張所で分担

し、45 除雪ステーションに約500 台の除雪機械を配置して、

冬期の道路交通確保に努めている。

石川県

富山県

新潟県

除雪ステーション

北陸地方整備局 除雪ステーション配置図

除雪ステーション（新潟維持出張所）

【チェーン着脱場整備事例】（国土交通省） 【除雪ステーションを活用した効率的な除雪作業】
（国土交通省）

（２）チェーン着脱場・除雪ステーションの整備

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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啓発用チラシ

啓発用ポスター

• 道路利用者に対し、除雪作業の状況をＨＰ等でリアルタイムに情報提供し、タイヤチェーン装着等の冬装備に向けた
啓発活動を行っている。

• 降積雪期前に、スタッドレスタイヤ及びチェーンの早期装着を呼びかける通達を運輸事業者に対して発出している。

【道路利用者へのＷＥＢによる除雪情報の提供】（国土交通省） 【通達「降積雪期における輸送の安全確保の徹底について」】
（国土交通省）

（３）ドライバー等への事前の情報提供・注意喚起

【タイヤチェーン装着の啓発活動】

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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■背景
・平成25年3月に発生した暴風雪による大きな被害（道東地方を中

心に9名が死亡）。
■リーフレットの目的

・暴風雪の発生が懸念される厳寒期前に、暴風雪に対する備えを
改めて確認し、被害の防止・軽減を図ること。

■関係機関

・北海道、国土交通省北海道開発局、札幌管区気象台、（国研）土
木研究所寒地土木研究所

▲できていますか？暴風雪への備え！ （リーフレット版）

• 大雪時に早めの通行止めを行う可能性のある区間を事前に公表し、冬装備が万全ではない車等に、こうした区間の
通行を避けるよう呼びかけを行っている。

• 平成25年３月に北海道で暴風雪による大きな被害を受けたことから、暴風雪に対する備えを啓発するリーフレットを
作成・公表している（各機関のＨＰに掲載中）。

【暴風雪への備えと災害防止・軽減に向けた取組】
（北海道・北海道開発局・札幌管区気象台・（研）土木研究所
寒地土木研究所）

（３）ドライバー等への事前の情報提供・注意喚起

【ホームページで通行止め予定区間を公表】（国土交通省）

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保



• 通行止め予定区間への事前の除雪車の配置、立ち往生車両の移動の実働訓練の実施により除雪体制の強化を
図っている。

• 除雪作業の効率的・効果的な実施を行うため、道路管理者等関係機関相互の連携の強化を図っている。

①除雪者の移動状況を把握するためのGPS設置

・効率的な除雪作業を行うことを目的に、職員等が除雪車の一
状況を把握するため主要な除雪車にGPSを設置。

②除雪車の事前配置

・集中除雪や立ち往生車両の移動を効率的に行うため、大雪
時には必要に応じ、通行止め予定区間に予め除雪車を事前
配置する体制を強化。

③立ち往生車両移動の「実働訓練」の実施

・大雪時等において立ち往生した車両が発生した場合、迅速
かつ的確に移動することが必要であることから、東北地方整
備局職員及び受注者を対象とした立ち往生車両移動の「実
働訓練」を実施。

東北地方整備局の事例

近畿地方整備局の事例 【情報連絡室の体制】（福井の例）

国交省 福井地方気象台 福井県 中日本高速㈱

気象情報 路面情報 道路情報 除雪情報

冬期ITS・雪みち情報ネット福井・アイハイウェイ・電話

福井県警察本部

交通情報

無線 等

福井県道路情報連絡室

（福井河川国道事務所に設置）

【対応状況】【情報連絡本部の役割】

情報共有・一元化

西日本高速㈱

報道機関
福井県警
察本部

福井県国交省
中日本高速㈱
西日本高速㈱

福井地方気象台

定期的な情報提供

57車両移動の実働訓練GPSモニター（イメージ）

【除雪体制の強化】（国土交通省） 【道路管理者等関係機関による調整・連携組織の設置】
（国土交通省）

（４）道路管理者等における事前の備え

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保



緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は、区間を指
定して以下を実施。

・緊急車両の妨げとなる車両の運転者
に対して移動を命令・運転者の不在時
等は、道路管理者自ら車両を移動
（その際、やむを得ない限度での破損を
容認し、併せて損失補償規定を整備）

※ ホイールローダー等による車両移動

２ 土地の一時使用等

１の措置のためやむを得ない必要がある時、道路管理者は、他人の土地の一
時使用、竹木その他の障害物の処分が可能。

※ 沿道での車両保管場所確保等

１ 緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策

３ 関係機関、道路管理者間の連携･調整

・都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、１の措置の要請が可能
・国土交通大臣は、地方公共団体に対し、１の措置について指示が可能

（都道府県知事は、市町村に対し指示が可能）

※ 高速道路については、高速道路機構及び高速道路会社が連携して対応

大雪の場合の放置車両等の
移動イメージ

・平成26年11月に改正された災害対策基本法では、大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行
ルートを迅速に確保するため、道路管理者による放置車両・立ち往生車両対策の強化に関する規定が盛り込まれた。

・改正災対法の適用により、道路管理者による「除雪の支障となる車両の運転者に対する移動命令」「やむを得ない限度
の破損を伴う車両移動」「運転者が不在の車両の強制移動」が可能となり、除雪作業にかかる時間を大幅に短縮すること
ができる。

法律の概要 大雪時における改正災対法適用による効果

◆効果１：除雪の支障となる車両の移動命令

【従来】運転者への依頼による移動

【改正災対法】道路管理者の運転者に対する命令による移動

◆効果２：やむを得ない限度の破損を伴う車両移動
【従来】運転者の同意を得て、車両の損傷に配慮し移動

【改正災対法】道路管理者が重機等により移動する際のやむを
得ない限度での破損は許容（損失は補償しなければならない）

◆効果３：運転者が不在の車両を強制移動

【従来】道路管理者による移動は不可。運転者を捜し出し移動

【改正災対法】掲示等を行った上、道路管理者による強制移動

道路全体 48区間

うち高速道路 5区間

うち直轄国道 42区間

うち補助国道 1区間

※左記のうち、道路管理者による車両
移動を実施した区間は１５区間、ドラ
イバーが不在で強制的に車両移動
を実施した区間は３区間

Ｈ２６年度の適用実績（全国）

（５）災害対策基本法の適用

【災害対策基本法の一部を改正する法律】（内閣府）

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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◆国道１９２号における立ち往生車両の移動（全国で初めて適用）
●１２月５日（金）

５：２０ 立ち往生車両の発生に伴う通行止め

８：４０ 災害対策基本法に基づく区間の指定（延長１８㎞）

１１：４０ 災害対策基本法に基づく区間の指定を拡大（延長１８㎞→３８㎞）

２２：００ 立ち往生車両の移動措置完了

●１２月６日（土）

０：２０ 災害対策基本法に基づき、放置トレーラ（コンテナ車両）を道路管理者が

強制移動

７：３０ 通行止め解除、災害対策基本法の区間の指定を廃止

• 平成26年度は、48区間で災害対策基本法が適用され、うち15区間で道路管理者による車両移動が行われた。

Ｎ

愛媛県

徳島県

【災害対策基本法に基づく指定区間】 延長 ３８km
愛媛県四国中央市川之江町～徳島県東みよし町毛田

立ち往生車両 ： 約130台
道路管理者による移動： 30台

（うち１台は強制移動）【通行止め区間】 延長 １７km
愛媛県四国中央市川之江町 ～徳島県東みよし町

２車線のうち１車線を閉塞

背面

側面

車道上に放置されたトレーラー

道路管理者による放置トレーラーの移動

移動後の
路肩への掲示

移動後の
車体への掲示

放置トレーラー移動後の対応

立ち往生車両の状況

道路管理者による放置トレーラー（コンテナ車両）の強制移動

改正災対法指定道路の周知
（災対法第76条の6第2項）

道路管理者による立ち往生車両の移動
（災対法第76条の6第3項第1号）

【災害対策基本法を適用した迅速な立ち往生車両の移動】（国土交通省）

（５）災害対策基本法の適用

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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• 豪雪地帯では、平成26年12月５日に国道54号で災害対策基本法を適用した車両移動が行われた。

60

◆国道５４号における立ち往生車両の移動
●１２月５日（金） １２：２０ 立ち往生車両の発生に伴う通行止め

１４：２０ 災害対策基本法に基づく区間の指定（延長２１㎞）

２０：１０ 立ち往生車両の移動措置完了

●１２月６日（土） ６：３０ 通行止め解除

１３：３０ 災害対策基本法の区間の指定を廃止

【災害対策基本法に基づく指定区間】 延長２１．３km
広島県三次市布野町下布野地先 ～島根県飯南町上赤名地先

【道の駅】
赤来高原

【道の駅】
ゆめランド布野

広島県 島根県

【通行止め区間】 延長２１．３km
広島県三次市布野町下布野地先 ～島根県飯南町上赤名地先

立ち往生車両 ： 約60台
道路管理者による移動： 3台

（強制撤去なし）

改正災対法指定道路の周知
（災対法第76条の6第2項）

道路管理者による立ち往生車両の移動
（災対法第76条の6第3項第1号）

立ち往生車両の状況

（５）災害対策基本法の適用

３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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３．施策の実施状況等フォローアップ

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保

降雪状況や除雪作業状況等について、関係機関による情報共有・連絡体制の確保を図るとともに、立ち往生
車両の移動を想定した実働訓練や除雪機械の事前配置等、除雪体制の強化を図る。

大雪時に通行止めが予想される区間の広報や、冬用タイヤの早期装着の呼びかけ等、事前の注意喚起を
徹底するとともに、降雪時にはＨＰやラジオ等により気象情報や除雪作業等を情報提供する。

大雪時には、早い段階で通行止めと集中除雪を行うことにより通行止め時間を最短化するとともに、立ち往生
車両等が発生した場合には、災害対策基本法に基づき迅速な車両移動を行う。

引き続き、冬期の安全な道路交通の確保を図る。

災害対策基本法の適用により、車両移動時間が短縮し、
除雪作業が効率化

早めの通行止めと集中的な除雪作業の実施により、
トータルとして通行止め時間が短縮

施策の実施状況等

今後の方向性

成果・課題等

通行止めが予想される区間の広報や、冬用タイヤの早期
装着の呼びかけ等、ドライバーへの注意喚起

関係機関相互の調整・連携組織の設置や、立ち往生車両
の移動を想定した実働訓練の実施等、除雪体制を強化

降雪や除雪作業状況をＨＰ等でリアルタイムに情報提供

大雪時には、早い段階で通行止めと集中的な除雪作業を
実施するとともに、立ち往生車両の発生時には災害対策
基本法を適用した車両移動を実施



３-５ 特例措置の期限延長（14条・15条）関係
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３．施策の実施状況等フォローアップ



• 豪雪法第14条による道府県による市町村道の代行事業は、平成24年度：３箇所、25年度：２箇所、26年度：１箇所で行われた。

• 豪雪法第15条による特別豪雪地帯における公立小中学校等の施設整備は、平成24年度：47校、25年度：30校、26年度：31校で

行われた。

（特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例）

○特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が
指定するものの改築は、基本計画に基づいて、道府県が行うこと
ができる。

豪雪法第14条（概要）

実績

（平成26年度）

※平成27年度の事業箇所は、飯山市道及び小谷村道の2事業。
63

３．施策の実施状況等フォローアップ

３-５ 特例措置の期限延長（第14条・第15条）関係

（特別豪雪地帯における公立の小学校及び

中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等）

○特別豪雪地帯における公立小中学校等（分校）の校舎・屋内
運動場及び寄宿舎の新増改築並びに教職員住宅の建築に要
する経費の国の負担割合を5.5/10とする特例

豪雪法第15条（概要）

実績

（平成26年度）

（平成25年度）

（平成24年度）

（平成24年度）

（平成25年度）

事業名
学校数
（校）

面積
（㎡）

校舎、屋内運動場の改築 36 59,327

教職員住宅の新増築 11 1,389

計 47 60,716

事業名
学校数
（校）

面積
（㎡）

校舎、屋内運動場の改築 27 55,264

教職員住宅の新増築 3 320

計 30 55,584

※特別豪雪地帯に所在する本校への予算措置分を含む

都道府県
（事業代行者）

対象
道路
種別

路線名 市町村名 事業年度 事業延長 事業内容

青森県 市道 小和森尾崎線 平川市
平成12年度～
平成25年度

約1.8km バイパス

長野県 村道 長瀬秋山線 栄村
平成17年度～
平成24年度

約1.1km
拡幅・線形改良・

橋梁架替

長野県 市道 4-116号線 飯山市
平成20年度～
（事業中）

約1.9km 拡幅・バイパス

都道府県
（事業代行者）

対象
道路
種別

路線名 市町村名 事業年度 事業延長 事業内容

青森県 市道 小和森尾崎線 平川市
平成12年度～
平成25年度

約1.8km バイパス

長野県 市道 4-116号線 飯山市
平成20年度～
（事業中）

約1.9km 拡幅・バイパス

都道府県
（事業代行者）

対象
道路
種別

路線名 市町村名 事業年度 事業延長 事業内容

長野県 市道 4-116号線 飯山市
平成20年度～
（事業中）

約1.9km 拡幅・バイパス

事業名
学校数
（校）

面積
（㎡）

校舎、屋内運動場の新増改築 27 36,341

教職員住宅の新増築 4 569

計 31 36,910



３-６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業
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３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

• 大雪の年は、除雪費補助や臨時特例措置などにより、自治体の道路除雪費に対して支援を実施している。

■平成26年度の大雪の事例

・１２月から１月にかけて日本海側を中心に大雪となったことを踏まえ、自治体の道路除雪費に対して支援を実施

〇 道府県・政令市 ２３自治体 除雪補助（H25年度創設) 国費１０１億円

〇 市町村 １５１自治体 臨時特例措置 国費 ５９億円

H12年度 H16年度 H17年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

臨
時
特
例
措
置

対象
市町村数

367市町村 165市町村 339市町村 187市町村 275市町村 122市町村
4県

89市町村
151市町村

事業費 62億円 41億円 195億円 83億円 211億円 95億円 98億円 117億円

国費 32億円 20億円 98億円 42億円 106億円 47億円 49億円 59億円

①大雪時の自治体への除雪費支援（国土交通省）

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措
置法（昭和３１年法律第７２号）第４条第１項に規定する積
雪寒冷特別地域道路交通確保５箇年計画として、同法第３条
第１項の規定により指定された道路を対象に次に掲げる事業
を行うものとする。

１．除雪に関する事項
・指定された道路のうち、積雪の度が特にはなはだしい地
域における道路について、除雪を実施する。
・除雪機械の整備について現在の除雪水準を維持するため
に必要な範囲内で行う。

２．防雪に関する事項
・なだれ、飛雪又は積雪により交通の支障を及ぼすおそれ
がある箇所について、吹きだまり防止施設、なだれ防止
施設又は融雪施設等を整備する。

３．凍雪害の防止に関する事項
・凍上、融雪による路盤の破壊のおそれがある箇所につい
て、路盤改良を実施する。
・積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所につい
て、流雪溝の整備、堆雪幅の確保を実施する。

平成２５年１１月１２日
閣 議 決 定

通常の補助 特例措置

除雪事業 補助無し ２／３

防雪事業 補助無し ６／１０

凍雪害防止事業 １／２ ６／１０

補助の特例措置（内地の場合）

• 平成25年11月、「積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画」が策定され、雪寒指定道路の見直しが行われた。

• 雪寒指定道路は平成４年以来の21年ぶりの見直しとなり、市町村道は1.66倍に増加し、道路全体でも1.28倍の増加となっている。

国道

道府県道

市町村道

　道路全体 約149,200 km（1.28）

約26,000 km（1.04）

約52,200 km（1.07）

約71,000 km（1.66）

積雪寒冷特別地域
道路交通確保五箇年計画

見直し後の雪寒指定道路の延長（増加倍率）

②積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画の策定及び雪寒指定道路の見直し告示（H25.11） （国土交通省）
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③特別交付税の繰上げ交付（総務省）

• 平成26年度の大雪により多大な被害を受けた地方公共団

体に対して、３月に交付すべき特別交付税の一部を２月に
繰上交付した（対象：46市58町17村（計121団体））。
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３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

• 自治体に対して除雪車を貸与するなどの支援を実施して
いる。

▲横手市への除雪車等の引渡式（H26.1.26）

④除雪車の貸与（国土交通省）

■平成25年度の大雪の事例

• 秋田県南部で内陸部を中心に積雪量が平年を上回ってい
る状況から、秋田県横手市に対し除雪車を貸与するなどに
より支援を実施。
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【ロードヒーティング・散水消雪パイプの整備延長の推移】

⑥道路の防除雪施設の整備（国土交通省・地方公共団体）

【流雪溝・消融雪溝の設置道路延長の推移】

• 国・道府県・市町村により、防除雪施設の整備を進めている。

（備考） 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」による。
平成26年度の値は速報値である。

⑤交通安全施設等整備事業（警察庁）

• 光ビーコン等の道路交通情報の収集・提供に関する装置
を整備し、ITSの整備拡充を推進している。

• 雪が付着しにくいフラット型の信号機や視認性に優れた道
路標識等の整備を推進している。

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保
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⑧散水消雪設備による除雪作業の効率化事例（国土交通省）⑦雪崩防護・予防施設の老朽化への対応（国土交通省）

• 散水消雪設備の整備により、積雪による渋滞が緩和され、冬期
の円滑な交通が確保された。

• 損傷により甚大な被害が生ずる可能性があるスノーシェッドにつ
いては、平成26年７月１日より道路法第42条に基づく政省令に
より、５年ごとの点検を義務化した。

消雪施設整備
国道41号 富山県富山市

富山県

消雪施設の整備
（消雪パイプ）

車道に散水

国道41号（富山県富山市）

国道25号（名阪国道）

消雪施設の整備
（薬液散布管）

車道に薬液散布

至

大
阪 至

名
古
屋

消雪施設整備
国道25号 名阪国道

車道に散水

68

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保



⑨ITSを活用した道路情報の提供（国土交通省）

• ETC2.0サービスにより、高速道路上を中心とした全国約900箇

所においてドライバーに冬期道路情報を提供している。

●雪道画像情報
前方の気象・路面状況を静止画で
提供し、ルート変更や事前の注意を
促す。

●路面凍結注意情報
路面凍結危険個所の手前で注意喚
起し、スリップ事故への注意を促す。

●気象（吹雪・積雪）情報
前方の気象状況を提供し走行注意
を促す。

●チェーン規制情報
チェーン着脱所手前で提供し、余裕
をもったチェーン装着を促す。

八戸道安代方面
30km先の現在の路面
状況です。

○ 平成23年、全国の高速道路上を中心に、路側機を約1,600箇所整備。
○ 道路上に設置された路側機と、自動車に搭載された｢ETC2.0車載器｣との

高速・大容量通信により、道路情報提供サービスを実現。

この先、路面が凍結
し、滑りやすくなってい
ます。
注意して走行して下さ
い。

この先、吹雪のため
視界が悪く、滑りやすく
なっています。注意して
走行して下さい。

この先、チェーン
規制中です。

ETC2.0サービスの概要

冬期道路情報の提供内容

⑩空港の無線施設の着雪防止対策（国土交通省）

• 豪雪地帯の空港の既存無線施設の着雪を防止す
る改良を実施している。

無線施設は、アンテナの着雪により機能に支障が
生じるため、アンテナ形状及び塗料の変更による
着雪防止の改良を実施。

改良型
計器着陸装置アンテナ
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３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保
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⑪空港の除雪機材の大型化・効率化（国土交通省）

【空港用スイーパ除雪車】 【空港用プラウ除雪車】

除雪時間
の短縮

• 豪雪地帯の空港の除雪機材の大型化等により、除雪体制の強化を図っている。

除雪幅２.５ｍ 除雪幅４.2ｍ.

通常車両 大型化車両

①

③

④

②CL

11.4m

11.4m

11.4m

11.4m

大型化車両凡例 ４工程(２往復)

① ②

③

④

⑤

⑥

8m
６工程(３往復)

通常車両

除雪時間
の短縮

（滑走路におけるスイーパ除雪方法の変更例）

【新潟空港の場合】
高速スイーパ除雪車の大型化（掃雪幅 2.5m → 4.2m）やプラウ除雪車の増車などにより、除雪作業時間を短縮。

（参考）
滑走路におけるスイーパ除雪（積雪
3cm程度）の場合、作業時間が約70分
から約50分になり、20分程度の作業時
間の短縮が図れる。

なお、積雪5cm程度の場合はスイーパ
除雪車、プラウ除雪車、ロータリー除雪
車の組み合わせによる除雪となる

（除雪幅4.2m） （除雪幅2.5m）

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保



⑫鉄道防災事業費補助（国土交通省）

• 積雪期における円滑な鉄軌道の運行確保にあたり、雪崩防止
柵等の防除雪施設の整備に要する費用の支援を行っている。

鉄道防災事業費補助（なだれ防止柵）の整備事例

施
工
前

施
工
後

過去３年補助対象（なだれ防止柵等）整備実績

年度 箇所数 事業費（百万円） 補助金額（百万円）

H24 ４ １１０ ５５

H25 ６ １３１ ６６

H26 ３ １９０ ９５

• 豪雪地帯・過疎地・離島などにおいて、市町村が携帯電話等
の基地局施設を整備する場合や、無線通信事業者等が基地
局の開設に必要な伝送路施設を整備する場合に、世帯数に応
じて事業費の一部を補助金交付する（100世帯以上であれば２
分の１、100世帯未満であれば３分の２）。

71

⑬携帯電話等エリア整備事業（総務省）⑬携帯電話等エリア整備事業（総務省）

事業イメージ

 

 
伝送路

基地局施設

豪雪地帯における整備の状況（H25・H26）

【平成26年度の事業実績】
○基地局整備事業：24事業 ○伝送路整備事業：4事業

総事業費 797百万円 総事業費 102百万円
交付金額 529百万円 交付金額 68百万円

【平成25年度の事業実績】
○基地局整備事業：19事業 ○伝送路整備事業：9事業

総事業費 444百万円 総事業費 237百万円
交付金額 296百万円 交付金額 158百万円
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⑭情報通信利用環境整備推進事業（総務省）

72

• 情報通信利用環境整備推進事業により、医療・健康福祉・教育等の高度な公共アプリケーションの導入に資する超高速ブロードバンド
基盤整備を実施する、豪雪地帯・過疎地・離島等を有する市町村等に対し、事業費の一部（３分の１等）を補助している。

事業イメージ

豪雪地帯における整備事例（Ｈ２４～Ｈ２６）

一般世帯

公益的施設
(教育施設、医療施設等)

電気通信事業者の局舎

超高速ブロードバンド
(光ファイバ等、無線も活用)

公共アプリケーションによる
サービスの提供

・FTTH：Fiber To The Homeの略。各家庭まで光ファイバケーブルを敷設することにより、数十～最大1Gbps程度の
超高速インターネットアクセスが可能。

・FWA：Fixed Wireless Accessの略。加入者系無線アクセスシステム。最大百数十Mbpsの通信が実現可能。

事業年度 県名 市町村名 整備方式 事業費（百万円） 交付金額（百万円）

平成24年度

北海道 芽室町（1期） ＦＷＡ 137 46

青森県 階上町 ＦＴＴＨ 95 32

青森県 三戸町 ＦＴＴＨ 237 79

青森県 中泊町 ＦＴＴＨ 226 75

岩手県 岩泉町（1期） ＦＴＴＨ 1,922 641

岩手県 奥州市 ＦＴＴＨ 247 82

山形県 村山市 ＦＴＴＨ 125 42

山形県 最上町 ＦＴＴＨ 166 55

平成25年度

北海道 芽室町（2期） ＦＷＡ 11 4

青森県 横浜町 ＦＴＴＨ 298 99

青森県 蓬田村 ＦＴＴＨ 162 54

青森県 南部町 ＦＴＴＨ 440 147

岩手県 岩泉町（2期） ＦＴＴＨ 726 242

平成26年度 秋田県 横手市 ＦＴＴＨ 151 50

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業
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②森林整備事業（農林水産省）

• 森林整備事業により、豪雪に対応した森林施業（造林、間伐、
雪起こし等）への支援を行っている。

○ 積雪期の作業

間伐作業

○ 雪おこし

雪おこし作業

○ 雪害抵抗性品種の植栽

雪害抵抗性（根元曲がりの少ない）スギ品種の植栽 （出羽の雪1号・2号）
※雪害抵抗性品種は全国で46品種開発されている。

豪雪地帯における森林の整備
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①農業生産基盤の整備（農林水産省）

• 農業農村整備事業や農山漁村地域整備交付金等により、
用排水施設や農道の整備を通じた農業競争力の強化を図
っている。

用排水施設の整備

豪雪地帯において、流雪溝を兼ねた農業用用排水路の改修等を実施

農道の整備

豪雪地帯において、道路法面への雪崩防止施設や、路面への
積雪や吹雪による風の影響を緩和するための防雪柵を設置

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（２）農林業等地域産業の振興
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①下水道施設、雨水排水施設等の活用（国土交通省）

• 下水道施設を活用した流雪水路等の整備、下水道再生水・下
水熱の活用が行えるよう、社会資本整備総合交付金により支
援している。

• 消流雪用水導入のための水源の確保（補助ダム事業）、水
量の豊富な河川等からの消流雪用水の導入（消流雪用水導
入事業）を実施している。

下水処理水の消融雪用水への活用

比較的高温の下水処理水を

消融雪用水として有効活用
するため、処理水供給施設
を整備

下水処理水を活用した消雪

雨水の排水路を利用した流雪水路等の整備

下水道の雨水排水路を流
雪水路等として活用する
ため、投雪口等を整備

【流雪溝の構造】

水

鉄製の格子蓋
（グレーチング）の設置

雪投入作業中

作業完了後

投雪口

補助ダム事業

安定した消流雪用水を
確保するため、ダムに
より消流雪用水を開発
し、積雪地域の生活環
境の改善を図るもの

消流雪用水導入事業

水量の豊富な河川から市街地を流れる中小河川等に消流
雪用水を供給する導水路等の整備を行うことにより、河道疎
通能力の阻害となる河道内の堆雪の排除等を行うもの

導入後導入前

沿道住民が路肩の雪を流雪溝へ投雪

②補助ダム事業、消流雪用水導入事業（国土交通省）

水路等への安定した消流雪用水の補給

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備
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制度あり 制度なし

• 克雪住宅の整備を助成する地方公共団体の取組について、社会資本整備総合交付金等により支援している。

③克雪住宅の普及の促進（国土交通省・地方公共団体）
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（備考） 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」による。市町村・道府県ともに平成26年度の状況
である。市町村の支援制度は道府県の制度と合わせて実施しているものを含む。
道府県の支援制度は道府県単独事業として実施しているもののみ。市町村・道府県
ともに速報値である。

【市町村における克雪住宅の支援制度整備状況】

【道府県における克雪住宅の支援制度整備状況】

・ 地方公共団体が、地域の住宅政策の一環として、克雪住宅を整備する住宅所有者等に対して整備費の一部を助成する場合に、社会
資本整備総合交付金等により支援。

・ 地方公共団体では45市町村、2道府県（秋田県・山形県）において克雪住宅の整備を支援。

概要

克雪住宅とは

（備考） 新潟県「克雪住宅ガイドブック」より。

●耐雪式

・構造を強くして積雪に耐えられるようにしたもの。

・構造計算等により所定の積雪量に耐えうる強度の

構造にした住宅

●落雪式（高床落雪式）

・屋根雪を人力によらず落下させる屋根構造を有し、

敷地内で雪処理できるもの。

・落雪により地上階の生活に支障をきたすため基礎

を高くすることが有効。

●融雪式

・熱エネルギー（電気、ガス、灯油等）の利用により、

屋根雪を溶かすことのできる施設を有するもの。

・融雪範囲、方法、熱源等、いくつかの種類がある。

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備
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• 平成26年度において市町村の支援により整備された克雪住宅は662戸（うち461戸は国費を活用）、同様に道府県の

支援により整備された克雪住宅は71戸。

【（参考）高床式住宅の整備戸数】

（備考） 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」等による。
平成26年度の値は速報値である。

平均 約640戸／年

④市町村・道府県の支援による克雪住宅の整備状況（国土交通省・地方公共団体）

【市町村の支援による克雪住宅の整備戸数】

【道府県の支援による克雪住宅の整備戸数】

（備考） 1 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」による。
2 データは平成26年度のもので、速報値である。
3 市町村の支援制度は道府県の制度と合わせて実施しているものを含む。道府県の支援制

度は道府県単独事業として実施しているもののみ。
4 道府県の支援による克雪住宅の整備戸数には国費を活用したものは含まれない。

【富山県南砺市】【新潟県十日町市】

融雪式住宅落雪式住宅

既存住宅への屋根融雪装置
の設置に対する助成。

フッ素加工の屋根にあわせて
高床式化した自然落雪構造の
住宅の新築に対する助成。

※平成２１年度以前は、地域住宅交付金等により同様の支援を実施

活用事例

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備
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⑤低炭素型の融雪設備導入支援事業（環境省）

補助対象 ： 地方自治体、民間団体

補助割合 ： ２／３、１／２

実施期間 ： 平成27年度～平成30年度

• 主に中小企業や地方公共団体等を対象に、地中熱や下水廃熱等を利用した融雪設備の導入を支援している。

【期待される効果】
除雪・融雪にかかるエネルギーコスト削減と温室効果ガス削減の同時追求を図るとともに、地域経済の活性
化に資する。また、融雪用の地下水採取により、深刻な地盤沈下が問題となっている地域の問題を解決する。

(例)地中熱ロードヒーティング (例)下水廃熱を利用した融雪設備

事業イメージ

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備



① 補 助 率 １／２（負担割合：国1/2、都道府県1/2）
② 基 準 額 １ヶ所当たり年間約２．２億円（H27）
③ 豪雪地帯がある道府県におけるドクターヘリ配備数

26機 [全国46機] (平成27年度8月末時点)

• 患者輸送車（艇）の整備や運営に対する補助を行うととも
にドクターヘリの運航にかかる経費等に対する支援を行
っている。

事業概要

⑦ドクターヘリ導入促進事業（厚生労働省）

○急病・事故や災害等の発生時に、直ちに医師等が搭乗し、ヘリ
コプターで救急現場等に出動し、救急医療を提供する

①救急医療に精通した医師が、救急現場
等で直ちに救命医療を開始できること

②搬送時間が短縮されること
等により、救命率の向上や後遺症の
軽減に大きな効果を上げている。

整備効果
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（搬送件数）ドクターヘリ導入県における実施状況（過去５年間）の推移

豪雪関係（17道府県） 非豪雪関係（19道府県） 全国計（36道府県）
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⑥民間社会福祉施設の除雪経費（厚生労働省）

① 建物及び工作物

② 敷地内の専用道路 左記に要する費用

③ 避難道路の除雪費用及び雪囲い

除雪費の範囲

平成25年度 平成26年度 平成27年度

施設数 339施設 339施設 25施設

予算額 60百万円 62百万円 6百万円

【平成27年度予算額】

入所施設 → ５，４２０円

（参 考）

１． ＣＰＩ（設備修繕・維持） ３年平均▲０．１％等を勘案し算出

２．入所施設とは、保護施設、児童福祉施設（児童養護施設、
乳児院等）をいう

入居者一人あたり年額単価

単価の推移 （単位：円）

予算額の推移

• 特別豪雪地帯の民間社会福祉施設における除雪費用を

社会福祉施設運営費（措置費等）に算入している。

区 分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

入所施設 5,410 5,410 5,410 5,410 5,420

※保育所については、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、平成27年度
より内閣府予算に計上（予算額57百万円（392施設））

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備
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３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（４）国土保全施設の整備及び環境保全
①雪対策砂防モデル事業、雪崩対策事業（国土交通省）

雪対策砂防モデル事業

豪雪地帯においては、融雪時の出水や雪崩に伴う土砂流出
対策は、地域住民にとって重要な克雪対策の一環である。
これら豪雪地域において、防災上、住民利便上の観点から
雪崩等による土砂流出防止の砂防堰堤及び流雪機能を発
揮できる低水路等の整備を総合的・包括的に実施すること
を主たる目的とする。

【事業内容】

① 豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法による）で、除排雪
機能を必要とする地域の除排雪低水路、流雪用水確保に
寄与する砂防堰堤の設置

② 土石流かつ雪崩の発生危険箇所を流域にもつ砂防堰堤
の設置

雪崩対策事業
（社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金における総合流域防災事業の中で実施）

雪崩防止施設の設置等を行うことにより雪崩災害を防止し、
雪崩による災害から人命（集落）を保護することを目的とする。

【事業内容】
豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法による）で、都道府県が
主として集落保護を目的として実施する雪崩防止工事

予防柵 スノーネット

発生区

減勢工

除排雪低水路（山形県村山市）
雪崩の発生危険箇所をもつ
砂防堰堤（長野県白馬村）

• 融雪に伴う土石流、地すべり、急傾斜地崩壊等を防止するため、砂防関係事業による土石流対策・地すべり対策・急傾斜
地崩壊対策事業を実施している。



（吹雪視程の予測情報：H25.2.1提供開始）
気象庁 予報業務 許可第183号

吹雪視界情報（H27.3.9）

▼「吹雪の視界情報」（北の道ナビ） PC版 【予測情報】

【現況情報】

予測

■平成26年度の改良点
・平成26年度は、年々増加の傾向にある移動中の利用者に対し、利便性の向上を図
るため、新たに18時間先の予測情報の提供を開始するとともに、提供区分を細分化
（203エリア→221エリア）。
・日平均アクセス数が平成25年度の1.7倍(4,154件/日）に増加。

【スマートフォン版】

【メール配信サービス】

• 雪崩及び融雪期地すべりに関する研究、冬期交通対策に関する研
究、道路雪氷災害に関する研究について継続実施している。

寒冷地域における冬期道路パフォーマンス向上技術に関する研究

【概要】 （H23～H27）
冬期道路のパフォーマンスを効果的・効率的
に維持・向上させるため舗装、機械改良及び
凍結防止剤散布等の複合路面管理技術の開
発、冬期歩道の路面処理技術及び歩道構造
等の開発等の研究を実施

ワイヤーロープ式防護柵の衝突実験↑
国道275号への導入状況→

雪氷災害の減災に関する研究

【概要】 （H23～H27）
雪氷環境下における雪氷災害対策強化のため、雪氷気候値、雪氷
災害ハザードマップの提示、視程障害予測技術の開発、雪崩災害の
危険度評価技術の開発などの研究を実施

【項目】
○気象変動に伴う冬期気象の変化・特徴の解明
○吹雪・視程障害の予測及び危険度評価等の対策技術の開発
○冬期の降雨等に伴う雪崩災害の危険度評価技術の開発

＜吹雪による視程障害発生状況＞ （例）吹雪・視界情報提供イメージ

【項目】
○冬期道路の効率性、的確性向上技術の開発
○冬期歩道の安全性・信頼性向上技術の開発
○冬期交通事故に有効な対策技術の開発

①雪氷に関する調査研究 （国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所）

○吹雪・視程障害の予測技術の開発

• 視程障害予測情報を北海道の道路情報総合案内サイト「北の道ナビ」
上で、平成24年度より一般利用者に対して試験提供している。

• 利便性および予測精度の向上に向け技術開発を継続している。

今後、 網走西部で3時間以内に
視程200m未満の視程障害が発生
する恐れがあります。お出かけや
運転にご注意ください。

北見市常呂
2時間後 ： 視程100m未満

網走市
１時間後 視程100m未満

佐呂間町

：

2時間後 ：視程200m未満

↓↓↓詳しい情報はこちら↓↓↓
http://northern-road.jp/
navi/touge/sp/fubuki.htm

1,2,3,4,5,6,9,12,18,24
時間先までの情報
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３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（５）雪氷に関する調査研究の総合的な推進及び気象業務の整備・強化



③「特別警報」の運用（気象庁）

気象業務法を改正し、「特別警
報」を創設。これにより、従前、
災害の起こるおそれを注意報、
警報の２段階の情報体系で発
表してきたものが、注意報、警
報、特別警報の３段階となる。

特別警報の発表

この特別警報により
警報の中でも、重大
な災害が起こる可能
性が非常に高まって
いるという危機感を
効果的に伝え、自然
災害による被害軽減
を目指す。

▼特別警報のリーフレット
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• 気象庁では、平成25年８月30日から「特別警報」の運用
を行っている。

②雪氷に関する調査研究（国立研究開発法人防災科学技術研究所）

• 集中豪雪監視システムによる雪氷災害の観測研究や雪氷防災
実験棟を活用した雪氷災害の再現実験等の防災科学技術に関
する基礎研究及び基盤的研究開発ならびに、地域に役立つ、雪
氷災害予測システムの研究開発・大雪災害調査等を実施してい
る。

雪氷災害の被害軽減の研究

・H25年3月に４名が吹雪災害で犠牲となった北海道中標津町に構
築した吹雪発生予測システムを継続運用、防災教育も実施。
・気象・吹雪・吹き溜まり監視カメラを設置、情報提供、
・2～3月の暴風雪を予測。町役場・地域住民・除雪業者・学校関係
者から有用な情報だったとのヒヤリング結果

視程（m）

吹雪予測システム試験運用（視程面的予測）

(例）吹雪発生予測システムの北海道中標津町
への適用（文部科学省地域防災対策支援
研究プロジェクト事業）

定点カメラによる吹き
溜まり監視

雪氷防災実験棟と積雪
X線CTによる積雪構造
解析

2/1 10:00 2/2 10:00

○雪レーダーと降雪の質・量観測装置を設置し、
集中監視システムを構築。雪崩が発生しやす
い低気圧性の降雪も観測。
雪氷防災実験棟に設置した次世代積雪構造
解析装置を利用し、道路での雪崩発生調査時
に採取した崩れやすい雪を測定し、通行止め
の解除の資料とするなど等、基盤的ならびに
応用的研究開発等も継続実施。

雪崩発生箇所の現地調査

３．施策の実施状況等フォローアップ ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（５）雪氷に関する調査研究の総合的な推進及び気象業務の整備・強化



４．今後の方向性
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除排雪の体制の整備
（雪処理の担い手の
確保）

高齢者が無理なく除雪できる体制づくりなど要援護者世帯の除雪支援のため、共助による地域除排雪
体制の拡大を推進し、地域防災力の向上を図る。また、各地の先導的・効果的な取組を支援・普及促進
する。

除雪作業中の高齢者等の事故が依然として多いことから、潜在的な除雪作業の危険性啓発を徹底し、
平時からの地域の見守り活動も含めた総合的な安全対策の普及促進を図る。

空家に係る除排雪等の
管理の確保

平成27年５月に空家等対策特別措置法が全面施行され、今後は市町村による空家等の所在・所有者等

を把握するための調査や空家等対策計画の策定が進むことにより、危険な空家に関する管理の進展が
期待される。

豪雪地帯においても空家等対策特別措置法の特定空家等に対する措置の実施を支援するほか、空家
に係る地方公共団体の先導的な除排雪や地域活性化に資する取組等を普及させることにより、雪害に
伴う被害を 防止し、地域防災力の向上を図る。

雪冷熱エネルギーの
活用促進

豪雪地帯に大量に降る雪の冷熱を地域の資源と捉え、雪冷熱エネルギーを冷暖房に活用する技術の
開発を進めるほか、そうした技術を公共施設等に積極的に取り入れるとともに、民間施設への導入を
支援する。

各地の様々な活用事例やその効果、魅力等を積極的に紹介し、雪冷熱エネルギー活用の普及拡大を
推進する。

集中的降雪時の
道路交通の確保

降雪状況や除雪作業状況等について、関係機関による情報共有・連絡体制の確保を図るとともに、立ち
往生車両の移動を想定した実働訓練や除雪機械の事前配置等、除雪体制の強化を図る。

大雪時に通行止めが予想される区間の広報や、冬用タイヤの早期装着の呼びかけ等、事前の注意喚起
を徹底するとともに、降雪時にはＨＰやラジオ等により気象情報や除雪作業等を情報提供する。

大雪時には、早い段階で通行止めと集中除雪を行うことにより通行止め時間を最短化するとともに、立ち
往生車両等が発生した場合には、災害対策基本法に基づき迅速な車両移動を行う。

今後も国及び地方公共団体が連携を図りながら豪雪地帯対策基本計画に沿った施策を推進し、引き続き、
定期的に施策の実施状況等をフォローアップしていく。


